
 

 

 

 

 

 

 

 

 

『利用者（家族）の意向を尊重する』 

ということは どうすること？ 
 

 

本人の意思決定能力を理解して 自己決定を支援して尊重する 

 
 

 
 
 
 
 
 
 様々な障害が，自己決定を阻害する要因となります。 
 記憶，理解，判断等に障がいがあるということを，ある程度理解していても，支援に活

かせなければ意味がありません。 
 
 
 自己決定能力があっても「支援者が決めてしまう」，自己決定能力がなくても「本人がそ

う言っているから…」とならないよう，適切な自立支援，自己決定支援ができるように努

力することが高齢者・障がい者の権利擁護につながります。 
 
 
 
 
 
 
 

2016.03.18. ふくし＠ＪＭＩ 小 湊 純 一。 
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～自立支援～ 

 

 

１ 残存能力活用（能力発揮）支援 

  本人の自己解決能力に着目して，個々のニーズの客観的な把握・分析を行い，自立を 

 支援及び自立を促進する目的で関わります。 

  できるところも代行してしまうと，その時は喜ばれるかもしれませんが，能力の発揮 

 を妨げ，依存性を高めてしまう場合があります。 

 

２ 自己決定支援 

  選択可能な，個人を尊重した個別的対応や方法を事前に提案してお知らせし，本人の  

 自らの決定を尊重して対応します。決めるのは支援者でなく本人です。 

  自己決定と自己責任は違います。 

  自分で決める能力を評価し，判断が難しければ後見人（家族等）等が変わりに決定す 

 る場合もあります。 

 

３ あたりまえの生活支援 

  本人の心身の機能や生活環境に障害があったとしても，その人の生活を維持・継続し  

 ていけるよう，相手の生活の継続性を尊重して関わります。 

  広く，保健・医療・福祉・介護・法律等，生活全般にわたる連携により支援します。 

 
 
 
 

～相談援助関係の原則～ 
 

１ 受容（受けとめる） 

 

２ 個別化（個人として捉える） 

 

３ 非審判的態度（一方的に非難しない） 

 

４ 意図的な感情表出（感情表現を大切にする） 

 

５ 統制された情緒関与（援助者は自分の感情を自覚して吟味する） 

 

６ 秘密保持（秘密を保持して信頼感を醸成する） 

 

７ 自己決定（自己決定を促して尊重する） 

 
引用：F.ﾊﾞｲｽﾃｨｯｸ著「ケースワークの原則」田代不二男・村越芳男訳，〔新訳版〕尾崎新・福田俊子・原田和幸訳 
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意思決定，自己決定に支障をきたす障害…等 
 

 

認知障害 
 
認知障害は，最近や昔の出来事を忘れる，錯乱する，言葉を探したり，話を理解するのが

困難になる，社会生活に適応できなくなるなど，生活のほとんどすべてに影響します。 
 
～認知症～ 

 後天的な脳の器質的障害により，いったん正常に発達した知能が低下した状態をいい，

「知能」の他に「記憶」「見当識」の障害や人格障害を伴った症候群として定義されます。 

 以前，治らない場合に使用されていましたが，近年，正常圧水頭症など治療により改

善する疾患に対しても認知症の用語を用いることがあります。 
 単に老化に伴って物覚えが悪くなるといった現象や，統合失調症などによる判断力の

低下は，認知症には含まれません。頭部の外傷により知能が低下した場合等にも認知症

（高次脳機能障害）と呼ばれます。 
 

 
～認知症の分類～ 

１ 血管性認知症 

  脳血管性認知症では，障害された部位によって症状は異なり，めまい，しびれ，言 

 語障害，知的能力の低下等にはむらがあります。 
  症状が突然出現したり，階段状に悪化したり，変動したりすることがしばしばみら   
 れます。また，脳血管障害にかかった経験があったり，高血圧，糖尿病，心疾患な  
 ど脳血管障害の危険因子を持っていることが多いことも特徴です。更に，歩行障害， 
 手足の麻痺，呂律が回りにくい，パーキンソン症状，転びやすい，排尿障害（頻尿，  
 尿失禁など），抑うつ，感情失禁（感情をコントロールできず，ちょっとしたことで泣 
 いたり，怒ったりする），夜間せん妄（夜になると意識レベルが低下して別人のような 
 言動をする）などの症状が早期からみられることもしばしばあります。 
（１）多発梗塞性認知症広範虚血型 
（２）多発脳梗塞型  
（３）限局性脳梗塞型  
（４）遺伝性血管性認知症 
 
２ 変性性認知症  

（１）アルツハイマー型認知症 

   症状は，徐々に進行する認知障害（記憶障害，見当識障害，学習の障害，注意の 
  障害，空間認知機能，問題解決能力の障害など）であり，社会的に適応できなくな 
  る。重度になると摂食や着替え，意思疎通などもできなくなり最終的には寝たきり 
  になる。 
   階段状に進行する（ある時点を境にはっきりと症状が悪化する）脳血管性認知症 
  と異なり，徐々に進行する点が特徴的。症状経過の途中で，被害妄想や幻覚（とく 
  に幻視）が出現する場合もある。暴言・暴力・徘徊・不潔行為などの問題行動（周 
  辺症状）が見られることもあり，介護上大きな困難を伴う。 
  ※神経源線維変化型認知症 
（２）前頭側頭葉変性症 
  ①前頭側頭型認知症（ピック病） 
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   これらは前頭葉機能の障害による反社会的行動（不作為の法規違反など），常同行 
   動（同じ行動を繰り返す），時刻表的生活，食嗜好の変化などがみられる。  
  ②意味性認知症：物の使い方はわかるが，その物が何を意味するものなのかがわか 
   らないなど。 
  ③進行性非流暢性失語：先の言葉がなかなか出てこないなど。 
（３）レビー小体病 
   認知機能障害を必須に，具体的な幻視（子供が周りを走っている，小動物が走り 
  回っているなど），パーキンソン症状，変動する認知機能障害などの症状が見られ 
  る。  
（４）パーキンソン病 
（５）ハンチントン病 
 
３ 感染  

（１）クロイツフェルト・ヤコブ病 

（２）ＨＩＶ関連認知症 
 
４ 治療可能なもの 

（１）慢性硬膜下血腫 

（２）正常圧水頭症 
（３）甲状腺機能低下症 
 

 

～認知症の基礎知識～ 

 
１ 中心となる症状 

  認知症の症状は中心となる症状と，それに伴って起こる周辺の症状に分けられます。 

 中心となる症状とは「記憶障害」や「判断力の低下」などで，必ずみられる症状です。

（１）記憶障害：直近のことを忘れてしまう。同じことを繰り返す。 
（２）見当識障害：今がいつなのか，ここはどこなのか，わからなくなる状態。 
（３）知能（理解・判断）障害：寒くても薄着のまま外に出る。真夏でもセーターを着て  
    いる。考えるスピードが遅くなる。失行・失認・失語 
（４）実行機能障害：段取りが立てられない。調理の動は出来ても食べるための調理がで 
    きない。失敗したとわかっても修正できない。 
 
２ 周辺症状 

  周辺の症状は人によって差があり，怒りっぽくなったり，不安になったり，異常な行 

 動がみられたりすることがあります。 
（１）妄想 
   しまい忘れたり，置き忘れたりした財布や通帳を誰かが盗んだ，自分に嫌がらせを 
  するために隠したという「もの盗られ妄想」の形をとることが多い。このような妄想 
  は，最も身近な家族が対象になることが多い。この他に「嫁がごはんに毒を入れてい 
  る」という被害妄想や，「主人の所に女が来ている」といった嫉妬妄想などということ 

～せん妄～ 

 急性の錯乱状態は，急激に（数時間から数日の間に）意識や行動が不安定になる状態

であり，支離滅裂な思考や短期記憶の障害，睡眠覚醒周期の乱れや知覚障害を伴います。

原因は通常，感染症，薬剤の副作用，脱水その他の急性期の症状です。 

 ※ 早急に専門医に紹介する必要があります。 
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  もあります。 
（２）幻覚 
   認知症では幻聴よりも幻視が多い。「ほら，そこに子供たちが来ているじゃないか。」 
  「今，男の人たちが何人か入ってきたのよ」などといったことがしばしば見られるこ 
  ともあります。 
（３）不安 
   自分がアルツハイマー病であるという完全な病識を持つことはないが，今まででき 
  たことができなくなる，今までよりもの忘れがひどくなってきているという病感があ 
  ることは珍しくなく，不安や焦燥などの症状が出現します。また，不安や焦燥に対し 
  て防衛的な反応として妄想がみられることもあります。 
（４）依存 
   不安や焦燥のために，逆に依存的な傾向が強まることがあります。一時間でも一人 
  になると落ち着かなくなり，常に家族の後ろをついて回るといった行動があらわれる 
  ことがあります。 
（５）徘徊 
   認知症の初期には，新たに通い始めた所への道順を覚えられない程度ですが，認知 
  症の進行に伴い，自分の家への道など熟知しているはずの場所で迷い，行方不明にな  
  ったりします。重症になると，全く無目的であったり，常同的な歩行としか思えない 
  徘徊が多くなります。アルツハイマー病に多く，脳血管障害による認知症では多くは 
  ありません。 
（６）攻撃的行動 
   特に，行動を注意・制止する時や，着衣や入浴の介助の際におきやすい。型にはめ 
  ようとすることで不満が爆発するということが少なくない。また，幻覚や妄想から二 
  次的に生じる場合もあります。 
（７）睡眠障害 
   認知症の進行とともに，夜間の不眠，日中のうたた寝が増加する傾向にあります。 
（８）介護への抵抗 
   理由はわかりませんが，認知症の高齢者の多くは入浴を嫌がるようになります。「明 
  日はいる」「風邪をひいている」などと口実をつけ，介護に抵抗したり，衣服の着脱が 
  苦手であること，浴室の床でころぶかもしれないことなど，運動機能や条件反射が鈍 
  くなっているための不安，水への潜在的な恐怖感などから生じると考えられます。 
（９）異食・過食 
   食事をしても「お腹がすいた」と訴える過食がみられたり，食べられないものを口 
  に入れる，異食がみられることがあります。口に入れるのは，ティッシュペーパー， 
  石けん，アイスノンの中身までさまざまです。 
（１０）抑うつ状態 
   意欲の低下（何もしたくなくなる）や，思考の障害（思考が遅くなる）といった， 
  うつ病と似た症状があらわれることがあります。うつ病では，「気分や感情の障害（悲 
  しさや寂しさ，自責感といったもの）を訴えることがあるが，認知症では訴えること 
  は少ないです。 
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高次脳機能障害 
 

 交通事故や脳卒中などで脳が損傷されると，記憶能力の障害，集中力や考える力の障害，

行動の異常，言葉の障害が生じることがあります。これらの障害を『高次脳機能障害』と

言います。 

  これまで，医学的，学術的な定義では，高次脳機能障害は，脳損傷に起因する認知（記

憶・注意・行動・言語・感情など）の障害全般をさしていました。例えば，言語の障害で

ある「失語症」や道具が上手く使えなくなる「失行症」，知的な働きや記憶などの働きが

低下する「認知症」のほか，「記憶障害」「注意障害」「遂行機能障害」「社会的行動障

害」などが含まれます。 

  一方で，厚生労働省が平成 13年から開始した「高次脳機能障害支援モデル事業」では，

身体の障害がなかったり，その程度が軽いにもかかわらず，特に「記憶障害」「注意障害」

「遂行機能障害」「社会的行動障害」といった認知の障害が原因となって，日常の生活や

社会での生活にうまく適応できない人たちがいることが解りました。 

  この方々に対する，診断やリハビリテーション，社会資源サービスの不足が問題となっ

ていることから，この方たちが示す認知の障害を『高次脳機能障害』と呼ぶ「行政的な」

定義が設けられました。 

 

  
 

 

 

□ 脳血管障害（脳梗塞，脳出血，くも膜下出血など）  

 もっとも多いのは脳血管障害（脳梗塞，脳出血，くも膜下出血など）です。脳の血管が詰

まったり，出血を起こすことで，脳の機能を損なうものです。 

 

□ 外傷性脳損傷  

 次いで多いのは，外傷性脳損傷(脳外傷，頭部外傷)です。交通事故や転落事故などの際に

頭に強い衝撃が加わることで，脳が傷ついたり（脳挫傷），脳の神経線維が傷ついたり（び

まん性軸索損傷）するものです。 

 

□ その他の原因   

 脳炎，低酸素脳症など 
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 高次脳機能障害の主要な症状  

 交通事故や脳卒中などの後で，次のような症状があり，それが原因となって，対人関係

に問題があったり，生活への適応が難しくなっている場合，高次脳機能障害が疑われます。 

 

□ 記憶障害  

 記憶障害とは，事故や病気の前に経験したことが思い出せなくなったり，新しい経験や情

報を覚えられなくなった状態をいいます。 

 ・今日の日付がわからない，自分のいる場所がわからない 

 ・物の置き場所を忘れたり，新しい出来事が覚えられない 

 ・何度も同じことを繰り返し質問する 

 ・一日の予定を覚えられない 

 ・自分のしたことを忘れてしまう 

 ・作業中に声をかけられると，何をしていたか忘れてしまう 

 ・人の名前や作業の手順が覚えられない  

 

□ 注意障害（半側空間無視をふくむ）  

 注意障害とは，周囲からの刺激に対し，必要なものに意識を向けたり，重要なものに意識

を集中させたりすることが，上手くできなくなった状態をいいます。 

 ・気が散りやすい 

 ・長時間一つのことに集中できない 

 ・ぼんやりしていて，何かするとミスばかりする 

 ・一度に二つ以上のことをしようとすると混乱する 

 ・周囲の状況を判断せずに，行動を起こそうとする 

 ・言われていることに，興味を示さない 

 ・片側にあるものだけを見落とす 

  

□ 遂行機能障害  

 遂行機能障害とは，論理的に考え，計画し，問題を解決し，推察し，そして，行動すると

いったことができない。また，自分のした行動を評価したり，分析したりすることができ

ない状態をいいます。 

 ・自分で計画を立てられない 

 ・指示してもらわないと何もできない 

 ・物事の優先順位をつけられない 

 ・いきあたりばったりの行動をする 

 ・仕事が決まったとおりに仕上がらない 

 ・効率よく仕事ができない 

 ・間違いを次に生かせない 

 

□ 社会的行動障害  

 社会的行動障害は，行動や感情を場面や状況にあわせて，適切にコントロールすることが

できなくなった状態をいいます。 

 

 ・すぐ怒ったり，笑ったり，感情のコントロールができない 

 ・無制限に食べたり，お金を使ったり，欲求が抑えられない 

 ・態度や行動が子供っぽくなる 

 ・すぐ親や周囲の人に頼る 

 ・場違いな行動や発言をしてしまう 

 ・じっとしていられない   
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   その他の症状  

 

□ 自己認識の低下（病識欠如）   

 ・自分が障害を持っていることに対する認識がうまくできない 

 ・上手くいかないのは相手のせいだと考えている 

 ・困っていることは何も無いと言う 

 ・自分自身の障害の存在を否定する 

 ・必要なリハビリや治療などを拒否する 

 

□ 失行症  

 ・道具が上手く使えない 

 ・日常の動作がぎこちなくなる 

 ・普段している動作であっても，指示されるとできなくなる 

 

□ 失認症  

 ・物の形や色，触っているものが何かわからない 

 ・触っているものが何かわからない 

 ・人の顔が判別できない 

 

□ 失語症  

 ・自分の話したいことを上手く言葉にできなかったり，滑らかに話せない 

 ・相手の話が理解できない 

 ・文字を読んだり，書いたりすることが出来ない 

 

□ 身体の障害として  

 ・片麻痺，運動失調など  

  

 

高次脳機能障害への対応  

 

  高次脳機能障害の症状は，脳の損傷した場所によって，人それぞれ異なり，重症度も

様々です。また，その場の環境や対応する相手によって，現れ方が異なる場合もあります。

しかし，周囲の環境を整えたり，対応の仕方を工夫するなど，適切な対応を行えば，それ

までうまく出来なかったことが出来るようになったり，問題行動が減ったりすることがあ

ります。  

 

□ 家族・周囲の人が高次脳機能障害を理解する  

 以前と人が変わってしまった，今まではできていたことができなくなってしまった，と

様々な変化があります。まずは，その変化を理解することから対応は始まります。 

  

□ 目に見えない障害を想像する  

 高次脳機能障害を持つ方の行動や反応に興味をもって，「どうしてそのような行動をとっ

ているのか」「なぜこんな風に反応するのか」と想像力を働かせることが，その人への適

切な対応を探る第一歩となります。 

  

□ 忍耐力をもって接する  
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 適切な対処法をくり返し実行して，その結果，毎日の生活の中で，出来る事がひとつひと

つ増えていきます。くり返し行って習慣にしていくことは非常に手間がかかり，根気がい

ります。すぐに結果を求めて，本人を追い込んでしまうことがないよう，忍耐力をもって

接することが大切です。  

 

□ 環境を整える  

 高次脳機能障害を持つ方は周囲の様々な情報を受け取ることが苦手になるため，その方に

あわせて生活空間を整えたり，対応する人（家族，関係するスタッフ）が適切な声かけや

支援方法を統一することが大切です。 

  

□ 代償手段を身につける  

 脳の失われた機能を他の方法（タイマーや手帳，作業の手順表など）で置き換えることが

効果的な場合があります。  
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アルコール依存 
 
 飲酒をコントロールできない，絶えずお酒のことを考えている，アルコールの悪影響に

かかわらず飲酒を続ける，あるいは思考にゆがみ（とくに飲酒に問題があることを否認す

る）のある病的な状態。 
～アルコール依存症～ 

 アルコール依存症の患者は，アルコールによって自らの身体を壊してしまうのを始め，家

族に迷惑をかけたり，様々な事件や事故・問題を引き起こしたりして社会的・人間的信用を

失ったりすることがあります。症状が進行すると，身体とともに精神にも異常を来たす深刻

な病気です。 

 以前は慢性アルコール中毒，略してアル中とも呼ばれていたこともありますが，現在では

通常患者を侮蔑したり患者自身が自己卑下して使う差別的表現であるとみなされており，ほ

とんど使われることはありません。かつては，このような状態になってしまうのは本人の意

志が弱く，道徳観念や人間性が欠けているからだと考えられてきましたが，最近では医学的

見地から精神疾患の一つとして考えられるようになっています。飲酒が自分の意志でコント

ロールできなくなる症状を精神的依存，震顫妄想などの退薬症状（離脱症状，リバウンドと

もいう）を身体的依存と言い，アルコール依存に限らず他の様々な薬物依存症も同じような

特徴を持っています。 
 厚生労働省が推進する「健康日本 21」の中では，アルコール依存症の発症リスクが少ない

「節度ある適度な飲酒」は壮年男性の場合純アルコール量換算で 1 日 20g 以下であるとの数

値を示しています。これは 1 日ビール 500ml（日本酒 1 合弱，25 度焼酎なら 100ml，ワイ

ン 2 杯程度）に相当します。1 日の飲酒量がこの 3 倍以上になると「飲みすぎ」となり，ア

ルコール依存症になるリスクが高まると警告されています。単純計算すると 1 日にビール 3
本，日本酒 3 合弱，25 度焼酎 300ml，ワイン 6 杯程度を超える量にあたります。 
 中年男性の３割以上が適正外飲酒に相当し，その多くはほぼ毎日常習しているので，アル

コール摂取のコントロールが失われており，問題視されてきています。 
 
 いったんコントロール障害を起こしてしまうと，一生もとに戻らない。するめがいかに戻

れないのと同じである。だから，アルコールで問題を起こしたくないと思えば，完全にアル

コールを断つ以外に方法はない。 
  コントロール障害を起こしているかどうかは，検査では分からない。その人のアルコール

の飲み方で判断するしかない。 
１ 飲酒の時間，場所，量などが住んでいる社会の基準から外れてくる。サラリーマンの場 
 合は，週日に昼間から飲む，職場で飲むなどは常識的ではない。 
２ 毎日ほとんど同じパターンの飲み方をする。初期から中期の人は一日も休むことなく， 
 ほぼ同じ時間に同じ量のアルコールを飲んでいる。 
  さらに進むと，目を覚ますと酒を飲み，酔っぱらって寝てしまう，再び目を覚ますとまた 
 飲むということを繰り返しながら何日も飲み続ける（連続飲酒発作）。このときは，飲むこ  
 とと酒を買いにいくこと以外のことはほとんど何もできない。数日から十数日すると，身 
 体がアルコールを受けつけなくなって，飲酒が止まる。その後しばらくは全く飲まないで 
 過ごす。アルコール依存症が進行すると，連続飲酒発作と断酒を繰り返すようになる。 
３ 今日は少量で切り上げようと決意して飲み始めるが，その通りに実行できない。また， 
 何度も断酒を試みるがいつも失敗に終わる。適量で切り上げることもできないし，自分の 
 力で止め続けることもできない。 
４ 「これ以上飲んだら，いのちが危ない」，「離婚する」，「解雇する」などと言われてもな 
 おアルコールを断つことができない。 
５ ふるえ，発汗，不眠，焦燥感などの離脱症状を予防したり治したりするために飲酒する。 
 このときは，強度のアルコールでも水を飲むよりも早く飲む。 

10



６ いつでもアルコールを飲めるように準備している。夜中でも買える所を知っている。酒 
 を隠しておく。残りのアルコールが少量になると，次を準備しないと落ちつかない。 
７ 飲酒のために多くの時間とお金を使い，仕事，家庭での役割，付き合い，趣味などをお 
 ろそかにする。 
 
 いったんアルコール依存症になった人のほとんどは，二度と普通のお酒のみには戻れない

こと，健康な生活を続けたければ一滴のアルコールも口にいれてはいけないことを，しっか

りと覚えておいていただきたい。 
 次のように考えている人は，まだ断酒しようとは思っていないのであり，さらに病気が進

行する可能性がある。 
 (1)  飲み過ぎが悪いのだから，二合以上は絶対に飲まないようにしよう。  
 (2)  週日には飲まないで，土曜日の晩だけ飲むことにしよう。  
 (3)  強いアルコールに手を出すとよくないので，ビールだけ飲むことにしよう。  
 (4)  意志さえしっかりしていれば，飲んでも問題は起こさないだろう。  
 (5)  もう３年もやめたのだから飲めるような体になったかも知れない。  
 (6)  ちょっとくらい飲んでも，酒を切って病院に帰ればわからないだろう。  
 (7)  やめようと思えばいつでもやめられるので，アルコール依存症ではない。  
 毎日飲まずにいられないのがアルコール依存症ではない。アルコール依存症の人は，飲ま

ないでいることはできる。しかし，飲み始めるとほどよいところで止められなくなる。  
 
（診断基準） 
 過去の１年間のある期間に，下記の６項目のうち３つ以上が同時に起こっているときにの

み，アルコール依存症と診断する。 
 (1)  アルコールを飲みたいという強い欲求がある。また，飲んではいけないと思いながら 
  つい飲んでしまう。  
 (2)  飲酒の時間や量をコントロールすることができない。  
 (3)  飲むのを止めたり量を減らしたりすると，離脱症状が出る。  
 (4)  酔うために必要なアルコールの量が増えてきている。  
 (5)  飲酒に関することに多大の時間，お金，労力を使い，それ以外のことをおろそかにす 
  る。  
 (6)  飲酒によって問題が起きているのが明らかであるにもかかわらず，飲み続けている。 
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～スリップ～ 

 アルコール依存症者が依存症から立ち直り回復するために一切のアルコールを断ち，断

酒生活をしているにもかかわらず，一杯の酒に口をつけてしまうこと。 

 酒の量に関わらず，断酒生活中に再飲酒すると期間に個人差はあるが連続飲酒発作にま

で至ると言われている。 

 アルコール依存症は決して完治することのない死に至る進行性の病。アルコールを断つ

事で回復し寛解するが，スリップ（再飲酒）する事で簡単に再発する。スリップとは発病

のことである。 

 

～ドライドランク～ 

 「空酔い」と訳されているが，ドライドランクと使用されることが多い。 

 アルコール依存症者が飲まないでいるときに，苛立ち，絶望感，攻撃性などの徴候が認

められ感情のコントロールが出来ない。それが酩酊時の徴候とよく似ていることから名付

けられたもの。 

 単なる苛々などの不安定な感情の状態だけの事もあれば，飲んでいないのに吐く息まで

を酒臭く感じたり，二日酔いの気分の悪さを味わったり，手に震えが起きたり，症状は多

岐に渡る。 

 個人差は大きいが，酒を完全に断ってからでも数ヶ月から１年間くらいは起こりうる症

状だが断酒期間と共に症状はうすらぎ，発生の回数も減る。 
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統合失調症 

 

（妄想型） 

 連合障害や自閉などの基礎症状が目立たず妄想・幻覚が症状の中心である。統合失調症

はかつて早発性認知症と呼ばれていたように早発性（思春期から青年期）に発症すること

が多いが，当該亜型は 30代以降の比較的遅い発症が特徴的であるとされる。また，薬物療

法に比較的感応的とされる。 

 

（破瓜型） 

 破瓜とは 16歳のことで，思春期・青年期に好発とされる。連合弛緩等の連合障害が主要

な症状で，解体した思考や行動（disorganized thinking and behavior：混乱した思考や

挙動）が目立つ。幻覚妄想はあっても体系的ではない。感情の表出，自発的行動が徐々に

失われ人格荒廃に至るケースもあるとされる。 

 

（緊張病型） 

 筋肉の硬直症状が特異的で興奮・昏迷などの症状を呈する。陽性時には不自然な姿勢で

静止したまま不動となったり，また逆に無目的の動作を繰り返したりする。近年では比較

的その発症数は減少したと言われる場合がある。 

 

（鑑別不能型） 

 一般的な基準を満たしているものの，妄想型，破瓜型，緊張型どの亜型にも当てはまら

ないか，二つ以上の亜型の特徴を示す状態 

 

 

～症状～ 

 

・陽性症状 

 統合失調症によって表れる陽性症状は，この病気特有の症状です。そして，この陽性症

状を簡単に考えれば「本来，心の中にないものが存在する」となります。 

 もともと心の中にはないものが，聞こえたり見えたりすることによって，幻聴や被害妄

想などが表れます。脳内の神経伝達物質に異常が起こっているため，正常な人にはないも

のが存在するようになります。 

これら陽性症状は統合失調症を発症して間もない頃や再発時に多く見られます。 

陽性症状 特徴 

幻覚 
・誰かが自分の悪口を言っている 

・奇妙なものが見える（幻視），体に変な感覚がある（体感幻視） 

妄想 
・非現実的なことで悩む 

・誰かに見張られている，自分は偉大な人物である 

他人に 

支配されやすい 

・自分と他人との境界線が曖昧になってしまう 

・自分の行動や考えは他人によって支配されている 

考えがまとまらない 
・話の内容が次々に変わる 

・考えがまとまらず，相手は何を言っているのか理解できない 

異常な行動 
・極度に緊張することで，衝動的な行動を起こす 

・その逆に外からの刺激に全く反応しなくなる 
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・陰性症状 

 陽性症状に対して，陰性症状では「本来，心の中にあるはずのものが存在しない」と考

えることができます。 

 正常な人では感情や意欲がありますが，統合失調症による陰性症状ではこれらもともと

備わっているものがない状態となります。そのため，社会的引きこもりや無関心などの症

状が表れてしまいます。 

 なお，これら陰性症状は統合失調症を発症してから少し経過した後（急性期の後）に多

く見られます。統合失調症によって長期的に表れる症状として，この陰性症状があります。 

陰性症状 特徴 

感情の減退 
・喜怒哀楽が乏しくなる 

・意欲や気力，集中力が低くなって興味や関心を示さなくなる 

思考能力の低下 
・言葉の数が極端に少なくなる 

・思考力の低下によって，会話の内容が薄くなる 

コミュニケーション 

への支障 

・他人との係わり合いを避ける 

・ぼ～っと過ごす日々が続く 

  

・認知障害 

 脳で判断する認知機能としては記憶や注意，思考，判断などがあります。統合失調症は

脳の神経伝達物質に異常が起こることで陽性症状や陰性症状を発症しているため，これら

認知機能に対しても機能障害が起こっています。 

 認知機能が障害されているために，注意力が散漫になってしまったり作業能力が低くな

ったりします。 

認知障害 特徴 

選択的注意の低下 
・わずかな刺激や情報に対しても反応してしまう 

・相手の話よりも周りの雑音や動きに反応してしまう 

過去の記憶や 

類似点との 

比較が難しい 

・間違った情報を結びつけてしまう 

・似た名前を並べることができない 

  

～統合失調症の診断基準～ 

 

Ａ 以下のうち２つ（またはそれ以上），おのおのは 1 ヶ月の期間ほとんどいつも存在。 
  ①妄想 ②幻覚 ③まとまりのない会話 ④ひどくまとまりのないまたは緊張病性の 
  行動 ⑤陰性症状（感情の平板化，思考の貧困，意欲の欠如）  
Ｂ 障害の始まり以降の期間の大部分で，仕事，対人関係，自己管理などの面で１つ以上 
の機能が病前に獲得していた水準より著しく低下している。  

Ｃ 障害の持続的な徴候が少なくとも６ヶ月間存在する。 
Ｄ うつ病または躁病の合併がない。 
Ｅ 物質または一般身体疾患の直接的な生理学的作用によるものではない。 
Ｆ 自閉性障害や他の広汎性発達障害の既往歴があれば，統合失調症の追加診断は，顕著 
 な幻覚や妄想が少なくとも１ヶ月存在する場合にのみ与えられる。  
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双極性障害 
 
 双極性障害は，精神疾患の中でも気分障害と分類されている疾患のひとつです。うつ状

態だけが起こる病気を「うつ病」といいますが，このうつ病とほとんど同じうつ状態に加

え，うつ状態とは対極の躁状態も現れ，これらをくりかえす，慢性の病気です。 
 
Ａ 発症は急激で４～１０日位で多弁，多動になり，睡眠時間も短縮し，遅くまで働き， 
 朝早く目覚めて動き回る。 
Ｂ 気分は爽快で自信にあふれ，つぎからつぎへと考えが浮かんでくる（観念奔逸）。しか 
 し，着想は単なる思いつき的なことが多く，しかも途中でまた新しいことに手を出すた 
め中途半端で終わってしまう。 

Ｃ 高価なものをたくさん買いこんで家計に破綻をきたすこともある。 
Ｄ 人によっては不機嫌で興奮しやすく，刺激的で怒りっぽく乱暴をすることもある。 
Ｅ 妄想が出現することもあるが内容は誇大的で超能力者，大学者，発明家であったり 
 
 
うつ病 
 
 「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を抑うつ気分といいま

す。抑うつ状態とは抑うつ気分が強い状態です。うつ状態という用語のほうが日常生活で

よく用いられますが，精神医学では抑うつ状態という用語を用いることが多いようです。

このようなうつ状態がある程度以上，重症である時，うつ病と呼んでいます。 
 
～うつ病の分類～ 

 うつ病の分類方法の代表的なものを示します。原因からみて外因性あるいは身体因性，

内因性，心因性あるいは性格環境因性と分ける場合があります。 
 身体因性うつ病とは，アルツハイマー型認知症のような脳の病気，甲状腺機能低下症の

ような体の病気，副腎皮質ステロイドなどの薬剤がうつ状態の原因となっている場合をい

います。 
 内因性うつ病というのは典型的なうつ病であり，普通は抗うつ薬がよく効きますし，治

療しなくても一定期間内によくなるといわれます。ただ，本人の苦しみや自殺の危険など

を考えると，早く治療したほうがよいことは言うまでもありません。躁状態がある場合は，

双極性障害と呼びます。 
 心因性うつ病とは，性格や環境がうつ状態に強く関係している場合です。抑うつ神経症

（神経症性抑うつ）と呼ばれることもあり，環境の影響が強い場合は反応性うつ病という

言葉もあります。 
 
Ａ 発病は緩徐で２～４週間かけて進み，次第に元気がなくなり抑うつ，悲哀感に包まれ 
 る。 
Ｂ 思考は抑制され，興味関心が失われ活力が感じられなくなる。行動抑制も顕著で意欲 
 も失われる。 
Ｃ 一般的にはつぎのような症状が見られる。 
  ① 集中力と注意力の減退 ② 自己評価と自信の低下 ③ 罪責感と無価値感 ④   
   将来に対する希望のない悲観的な見方 ⑤ 自傷あるいは自殺の観念や行為 ⑥  
   睡眠障害 ⑦ 食欲低下 
Ｄ なかには焦燥感がきわめて強く，希死念慮で片時も目の離せない「激越うつ病」と呼 
 ばれるものもある。 
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人格障害 
 

（人格障害の種類） 

 人格障害には３つのグループ１０種類に分けられています。クラスターＡ，Ｂ，Ｃとい

う風にグループ分けられます。その特徴は， 
 

 Ａ 遺伝的に分裂病気質を持っていることが多く，自閉的で妄想を持ちやすく，奇妙で 
風変わりな傾向があり，対人関係がうまくいかないことがあります。ストレスが重大 
に関係することは少ないですが，対人関係のストレスには影響を受けます。 

   このグループに含まれるのは「妄想性人格障害」「分裂病質人格障害」「分裂病型 
人格障害」の３つです。  

 Ｂ 感情的な混乱の激しい人格障害です。演劇的で，情緒的で，うつり気に見えること 
  が多いです。ストレスにかなり弱い傾向があります。 
   このグループに含まれるのは「反社会性人格障害」「境界性人格障害」「演技性人 
  格障害」「自己愛性人格障害」の４つです。  
 Ｃ 不安や恐怖感が非常に強い人格障害です。まわりに対する評価や視線などが非常に 
  ストレスになる傾向があります。 
   このグループに含まれるのは「回避性人格障害」「依存性人格障害」「強迫性人格 
  障害」の３つです。  
 
（全般的診断基準） 

 上にあげた人格障害には，それぞれに診断基準というものが存在しますが，これらの各

類型ごとの診断基準にくわえて「全般的診断基準」というものを満たさないと，人格障害

があるとは言えません。 
 つまり，この人は人格障害があるな（全般的診断）と感じると，次にどんなタイプの人

格障害だろう（類型ごとの診断基準）を見ていくのです。 
 
全般的診断基準は以下の６項目からなります。 
Ａ 次のうち二つ以上が障害されている。 
  認知（自分や他人，出来事を理解し，考えたりすること） 
  感情（感情の反応の広さ，強さ，不安定さ，適切さ） 
  対人関係 
  衝動のコントロール  
Ｂ その人格には柔軟性がなく，広範囲に見られる。  
Ｃ その人格によって自分が悩むか社会を悩ませている。  
Ｄ 小児期，青年期から長期間続いている  
Ｅ 精神疾患（精神分裂業，感情障害など）の症状でもない。  
Ｆ 薬物や一般的身体疾患（脳器質性障害）によるものではない。  
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知的障害 
 
知的障害の度合い 
 
 知的障害は度合いによって，重度・中度・軽度に分けられます。 
 知能指数(IQ) ＝精神年齢(発達年齢) ÷ 生活年齢(実年齢) × 100 
 上記の式により，精神年齢（発達年齢）と生活年齢（実年齢）の比率をパーセンテージ

で算出し，50～70％は軽度知的障害，35～50％は中度，20～35％は重度，20％以下が最重

度と分類されます。 
 また，知能指数が 70～85％の場合はボーダーラインであり，知的障害と認定されない場

合が多いです。 
 軽度の知的障害では，障害があることが見ただけではわかりにくいこともあるようです。 
 
 
発達障害と知的障害の違い 
 
 発達障害は脳機能の障害が原因となっています。そのため，自閉症の場合は知的障害を

伴う場合もあります。つまり，知的障害は発達障害の一つであると言えるでしょう。 
 知的障害の診断は，知能テストなどで測定される「知的能力」と，社会生活を営むため

に必要な行動をとる力「適応能力」を元にします。 
 また，発達障害は，「コミュニケーション能力」や「適応能力」などで診断します。知的

障害と発達障害の診断では，重なる部分もあるのです。 
 
 
自閉症と知的障害 
 
 自閉症と知的障害には，似たような症状があり，自閉症にも知的障害がある場合もあり

ます。 
 自閉症の症状があり，知的障害の症状も顕著な場合，知的障害者として認定される場合

が多いです。 
 知的障害をともなう自閉症でも，軽度の知的障害など知的障害が目立たない場合には，

知的障害者として認定されません。 
 
 
学習障害と知的障害 
 
 知的障害と学習障害にも，似ている症状がありますが，知能指数（IQ）が 70 以上で学習

障害の症状がある場合には学習障害と診断され，70 以下の場合には知的障害と診断されま

す。 
 知的障害は学習面も含めた全面的な知能の発達に遅れがあり，学習障害は特定の学習に

困難を生じます。 
 

 
知的障害のチェック（成人） 

 
１ 社会的スキル 

 

（１）お金の扱い 
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  □郵便局や銀行などの金融機関を利用できる 
  □正しく両替はできるが，貯金などはできない 
  □いろいろの種類の貨幣を合わせて，５００円にできる 
  □お金は使うが，正しく両替することはできない 
  □お金は使えないが，大切なものであることは知っている 
  □お金が大切なものであることを知らない 
（２）買い物 
  □自分の衣類は自分で買う 
  □自分の身につけるアクセサリーなどの小物は，自分で買う 
  □そばについていなくても，お菓子や飲み物などの簡単な買い物をする 
  □ついていてやれば，買い物をする 
  □つきっきりで見ていてやれば，買い物をする 
  □買い物をしない 
（３）集会への参加 
  □積極的に集会に参加し，規則に従って順番を守ったり，意見を適切に言うことがで 
   きる 
  □ある程度は集会などに参加できるが，消極的であったり，引きこもったり，迷惑な 
   行動や非協力的な行動をすることがある 
  □集会などには参加したがらず，参加しても適切な集団行動ができない 
  □話す時にとぎれたり，つっかえたり，不規則に中断したりする。（どもりなど） 
  □発音が不明瞭で，聞き取りにくい 
 
２ コミュニティ（地域）資源の利用 

 

（１）移動 
  □自分の住んでいる町内（地区内）ならば，迷わずに歩きまわることができる 
  □迷わずに施設や学校の敷地内を歩きまわったり，家から数軒離れたところへ行ける 
  □宿舎内，家の敷地内ならば歩きまわることができる 
  □同じ建物でも，いつも生活しているところをちょっとでも離れると，迷子になって 
   しまう 
（２）交通機関の利用 
  □一人では長距離電車や長距離バスに乗れない 
  □一人ではタクシーに乗れない 
  □知らないところへの地下鉄や路線バスや電車などに乗れない 
  □以前に連れていかれたような，良く知っているところへの地下鉄や路線バスや電車  
   などにも乗れない 
  □この人にはあてはまらない。（移動不可能の場合など） 
 
 
３ 自律性（自己指南） 

 

（１）自発性 
  □指示されなくても，ほとんどのことは自発的にする 
  □自分がやるべきことの指示を求める 
  □きまりきったことなら，いちいち指示されなくてもする 
  □指示されなければ何もしない 
（２）志向性 
  □強制しないと何もしない 
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  □何もやる意欲がない 
  □何事にも関心を示さない 
  □途中で遊んだりして，やるべきことを最後までしない 
  □人の助けを必要以上に求める 
  □この人にあてはまらない。（全面的な介護を必要とする場合など） 
（３）中断や新たな仕事に対する耐性 
  □作業中の課題を中断させ，別の課題に移行させられた場合， 
  □不安や不満の徴候をみせず，別の課題にスムーズに移行できる 
  □不安や不満の徴候を示し別の課題に取りかかるのをしぶるが何とか取り組める 
  □かなり不満や抵抗を示し，しばらくの間は困難であるか，全く無理である 
  課題への意欲や理解力が低いため，特に不安や抵抗を示さない 
（４）活動意欲 
  □与えられた課題は不平・不満などをみせず，指示されなくとも取り組むことができ 
   る 
  □与えられた課題にすぐに飽きたり不平・不満の態度や表情をみせることが多い 
  □課題を与えられても，励ましや指示がないとやろうとしない 
（５）仕事の責任感 
  □頼まれた仕事は，内容が不十分の場合があるが，最後までやり通す 
  □ほとんど途中で勝手にやめてしまうことが時々ある 
  □ほとんど途中で勝手にやめてしまう 
（６）作業中の仲間からの影響 
  □他の人がすぐそばにいても，影響されることなく作業を続けることができる 
  □他の人がすぐそばにいると，作業に集中できなかったり，視線を回避するなどの不 
  □満げな 行動を示し作業効率が低下する 
  □他の人がすぐそばにいると，不適応行動を示し，著しく作業効率が低下する 
 
４ 健康と安全 

 

（１）食に関する問題 
  □著しい偏食がある ・拒食をしばしばする ・異食をすることがある ・反芻をす 
   る 
  □盗食をしばしばする ・嘔吐することが多い ・過食傾向にある ・多飲がみられ 
   る 
（２）排泄に関する問題 
  □夜尿をしばしばする ・放尿をしばしばする ・トイレなどで壁に便ぬりや便いじ 
   りをする 
（３）睡眠に関する問題 
  □床に入っても寝つきが悪いことが多い ・朝，著しく早く起きる ・夜中に起きて 
   ウロウロと徘徊する ・一晩中起きてウロウロと徘徊することがある 
（４）破壊行為，器物破損 
  □特別に物を壊そうとは思っていないが，もののはずみで壊してしまうことが多い 
  □こだわりの病状として破壊を行う 
  □自分の要求が通らなかったり，自分のペースで事が運ばなかった時に物を壊すこと 
   がある 
  □注意されたり叱られたりした後に，ストレスの発散や仕返しの意味で物を壊す 
（５）自傷 
  □自分の要求が通らなかったり，自分のペースで事が運ばなかった時に自傷する 
  □指示されたことをしないで，その後に自傷をする 
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  □周囲の人に自分の要求を伝えるために自傷をする 
  □こだわりとしての自傷をする 
  □特に理由なく自傷をする。（自己刺激行動としての自傷） 
（６）奇声，大声 
  □何かをするように指示された時に奇声や大声を出す 
  □奇声や大声を出す時間や時期に波がある 
  □自分のしたいことができなかったり，欲しい物が手に入らなかったときに奇声や大  
      声を出す 
    □仲間から干渉や攻撃を受けたり意地悪されたときに奇声や大声を出す 
    □よく理由が分からない場合に奇声や大声を出す 
（７）固執傾向に関する問題 
    □特定の物にこだわる。（物をもって歩く，触りにいくなど） 
    □特定の人にこだわる。（その人を頻繁に見に行く，その人がいないと落ち着かないな    
      ど） 
    □活動や生活の時間や時刻にこだわる。（決まった時刻に食事をしないと気がすまな 
      いなど） 
    □特定の場所にこだわる。（その場所に頻繁に行く，その場所でないと気がすまないな 
      ど） 
（８）認知症または顕著な老化現象 
  □老化も退行もみられず元気である 
  □外見上は老化徴候が見られるが，能力や行動量は落ちておらず元気である 
  □外見上には老化徴候は認められないが，能力や行動量は落ちている 
  □外見上や能力の低下などから老化・退行がみられる 
  □認知症の診断を医師から受けており，病状が明らかにみられる 
（９）精神医学的な病状や問題行動の全般 
  □内に閉じ込もりがちである □身体ゆすり □無気力 □他傷。(暴力をふるう） 
  □食べ過ぎ □独り言 □情緒的に不安定になることがある □不衛生，不潔 
  □欲求不満をうまく処理できず，物にあたったりすねる □空想的発言，虚言 
  □爪かみ □嫌なことがあるとトイレによく行くなど，その場から逃避する  
  □指しゃぶり □人前や適当でないところで身体を露出する □歯ぎしり 
  □ヒステリー □吃音 □被害妄想 □自傷 □暴言が多い 
  □決められたことに遅れたり，さぼったりする  □異食や特異な習癖がある 
（１０）対人関係や性格，行動の特性の全般 
  □がんこである □集団活動での一斉指示だけでは理解できない  
  □発音が不明瞭で聞き取りづらい □感情の起伏が激しい □親しい友人がいない  
  □特定の物や事柄にこだわる □取りかかりが遅い □交友関係が広がらない  
  □急な変化を受け入れられなかったり，気持ちの切り替えがうまくできない  
  □好きな友人につきまとう □集中力，持続力に欠け，すぐに飽きてしまう  
  □友人に余計な世話をやく □自己中心的で，わがままである 
  □時間やスケジュールにこだわる □集団活動の流れにのれない □友人をいじめる    
  □思い通りにならないときや注意されると引きこもったりふくれたりする 
  □友人からもいじめられる □友人よりも職員との関わりを強く求める 
 
５ アカデミック・スキル 

 

（１）読む 
  □多少漢字のまざった本を読む 
  □ひらがなで書かれた文章なら，だいたい読む 
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  □簡単な絵本や漫画を読む 
  □「非常口」，「立入禁止」，「男」，「女」などのいろいろな表示を読む 
  □文字の見分けが多少はつく 
  □まったく文字の見分けがつかない。 
（２）作文やハガキを書く 
  □身近な事柄について簡単な日記や作文を書いたり，自分から年賀状やハガキの宛名   
   を書いて出すことができる（誤字脱字などの間違えはあっても構いません） 
  □職員などから日記や作文，ハガキなどに記述する内容を，口頭で言ってもらえると 
   自分で 書くことができる 
  □日記や年賀状などの決まった文章（成句）などを１～２行書くことができる（「今日 
   は作業をしました」「あけましておめでとうございます」など） 
  □日記やハガキなどの見本を呈示されると書き写すことはできる 
  □文字を書くことができない 
（３）言語理解 
  □平仮名４６文字が全て読める 
  □目と耳は両方ともどんな動きをするか知っている 
  □わからない字があると尋ねる 
  □「お腹がすいたらどうする？」という質問に正しく答える 
  □赤，青，黄，緑の全てがわかる 
  □「食べ物」の名前が，９つ以上正しくわかる 
  □物の名前を聞いてその絵を指摘する 
  □「ちょうだい」と言うと，手に持っている物をくれる 
  □ことばによる指示に従うことがない 
（４）概念 
  □「無駄」の意味がわかる 
  □「同じ，違う」の区別ができる 
  □「右，左」の区別ができる  
  □「大きい，小さい」の区別ができる 
  □「勝ち，負け」の区別ができる 
  □「高い，低い」の区別ができる 
  □上記した概念の理解ができない 
（５）数 
  □３０個以上のものを数える 
  □「１つ」，「２つ」と言いながら，２個の物を数える  
  □１０個のものを数える 
  □「１つ」と「たくさん」の区別がつく 
  □必要があれば，４つくらいの数を処理する 
  □数についての理解がまったくない 
 
６ 余暇 

 

（１）友人関係 

  □数名の特定の仲間をゲームに誘ったり，会話をするなど積極的に有効を求める 
  □数名の特定の仲間と交友を持とうとするが，積極的にかかわろうとせず，交流の社 

会的スキルが低く，長くかかわれない 
  □特定の仲間と社会的なかかわりをもとうとすることがない 
（２）室内趣味 
  □施設内や居室でするような趣味を３つ以上もっており，一人で自由時間に援助され    
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   ずに取り組んでいる 
  □施設内や居室でするような趣味や好きな行為が１つ以上あり，職員に促されたり， 
   援助されて取り組める 
  □施設内や居室でするような趣味や好きな行為がなく，職員もどんな趣味や活動に誘 
   ってよいか考慮している。（誘えばとりあえず行うが，本人の好みとは違っているこ 
   とが多い） 
  □何に誘っても拒否的でふらふらと歩き回ったり，特に文化的で目的々な行動をとる 
   ことが難 しい 
（３）室外趣味 
  □施設外や庭，ホールなどでするような趣味・活動を３つ以上もっており，一人で自 
   由時間に 援助されずに取り組める 
  □施設外や庭などでするような趣味や好きな行為が１つ以上あり，職員に促されたり， 
   援助されて取り組める 
  □施設外や庭などでするような趣味や好きな行為がなく，職員もどんな趣味や活動に 
   誘ってよいか考慮している。（誘えばとりあえず行うが，本人の好みとは違っている 
   ことが多い） 
  □何に誘っても拒否的でふらふらと歩き回ったり，特に運動や目的々な行動をとるこ 
   とが難しい 
 
７ 仕事 
 
（１）物の分類 
  □数種類の部品などを呈示されて，間違えずに同じ物どうしを例示なしで指示されて 
   箱に分類できる 
  □数種類の部品などを呈示されて，間違えずに同じ物どうしを例示されていくつかは 
   分類できる 
  □同じものどうしの分類ができない 
（２）分類の誤り修正 
  □数種類の部品などの仕分け作業の際，いくつか間違って分類された物にすべて気づ 
   き直す ことができる 数種類の部品などの仕分け作業の際，間違って分類された物 
   に１～２個気づき直すことがで きる。（全部は修正できない） 
  □間違って分類された物に気づくことがない 
（３）商品名のあいうえお順並べ 
  □数種類の商品カード名をあいうえお順にすべて正しく並べることができる。 
     （【あさひ】，【よみうり】，【さんけい】，【とうきょう】，【まいにち】など 
   のカード） 
  □数種類の商品カード名をあいうえお順に職員の助言により並べることができる 
  □商品カード名のあいうえお順に並べることを理解できないか，文字が読めない 
（４）技能水準 
  □かなづち，ドライバー，ペンチ，ドリルなどの簡単な工具を適切に使用できるか， 
   または経験 がなくとも１～２度教えればすぐに使えるようになる 
  □作業や活動で慣れた工具が１つ使える場合があるか，時々援助されると使うことが 
   できる 
  □工具の使用は教えても理解できなかったり，技術的に難しい 
（５）仕事の程度 
  □道具や機械を使用しなければならない仕事ができる 
  □庭掃除，床拭き，チリ拾いなどの簡単な仕事ができる 
  □まったく仕事はできない 
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（６）全身の耐久性 
  □荷物（みかん箱大，２kg 程度）を持って，連続３０分間以上歩ける 
  □荷物（みかん箱大，２kg 程度）を持ち，２０～３０ｍの距離を運べる 
  □荷物（みかん箱大，２kg 程度）を持ち上げられない 
（７）  作業の継続性 
  □３０分以上一人で着実に作業することができる 
  □少なくとも５分間一人で着実に作業に取り組める 
  □一人では作業に取り組めない 
（８）作業効率 
  □熟知した作業を継続して行う際，１時間単位の作業量を比較しても，ほぼ一定した 
   作業効率を維持することができる 
  □最初の１時間や３０分の作業量とその後で差がみられる 
  □作業が遅く，作業効率が一定しない。

23



発達障害 

 

（１）自閉症 

   自閉症とは，３歳位までに現れ，①他人との社会的関係の形成の困難さ，②言葉の 

  発達の遅れ，③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障 

  害。  

 

（２）高機能自閉症 

   高機能自閉症とは，３歳位までに現れ，①他人との社会的関係の形成の困難さ，② 

  言葉の発達の遅れ，③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動 

  の障害である自閉症のうち，知的発達の遅れを伴わない。 

 

（３）学習障害 

   学習障害とは，基本的には全般的な知的発達に遅れはないが，聞く，話す，読む， 

  書く，計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す 

  様々な状態。 

 

（４）注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ） 

   ＡＤＨＤとは，年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力，及び／又は衝動性，多動 

  性を特徴とする行動の障害で，社会的な活動や学業の機能に支障をきたす。 
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愚行権 

 
愚行権（ぐこうけん，the right to do what is wrong）とは，たとえ愚かでつむじ曲りで他

の人から誤っていると評価･判断される行為であっても，個人の領域に関する限り邪魔され

ない自由のこと。 
 
生命や身体など，自分の所有に帰するものは，他者への危害を引き起こさない限りで，た

とえその決定の内容が理性的に見て愚行と見なされようとも，対応能力をもつ成人の自己

決定に委ねられるべきである，とする主張である。 
 
愚行権について問題となる行為の例 
 
・喫煙/飲酒 
・自傷行為/自殺 
・臓器売買 
・冒険 
・売春 
・賭博 
・自己奴隷化の契約 
・ドーピング 
・治療拒否（延命拒否や輸血拒否など）･･･ 
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～成年後見制度～ 

 

１ 成年後見制度とは 

  成年後見制度とは，認知症や知的障害，精神障害などで判断能力が不十分になった人   

 の社会生活を支援する仕組みです。 

  従前から禁治産制度というものがありましたが，この制度は 100 年も前に作られたも 

 ので，本人の権利をすべて剥奪するという内容のものでした。 

  判断能力が衰えてきても，そのことで人間の尊厳が損なわれるわけではありません。 

 そこで，本人に残っている能力を最大限に活かし，不足している部分を補うという形 

 で，本人を保護・支援していくべきとの思想の下で作られたのが，新しい成年後見制度 

 です。 

  

２ 成年後見制度の基本的な考え方 

  人は，社会生活を営むとき，意識するとしないにかかわらず，様々な契約をしていま  

 す。買い物をするときの売買契約，お金を借りるときの金銭消費貸借契約，銀行に預金 

 するときの契約，介護サービスをうけるときの契約，施設入所のときの契約などなど。  

 そのとき，判断能力が衰えたことで不利な契約を結んでしまわないように，その人に合    

 った安全な契約ができるように，その手伝いをする者を付ける。これが成年後見制度の 

 基本的な考え方です。その手伝いをする人を後見人といい，本人と一緒に契約に問題が 

 ないかを判断したり，間違って結んでしまった契約を取り消したり，本人の代わりに契 

 約を行ったりします。 

  今注目されている介護護保険制度が，身体的能力が不十分になった場合の社会的支援 

 の仕組みであるのに対し，成年後見制度は精神的能力が衰えた場合に，これを支えると 

 いうもので，両者は車の両輪のように互いに必要なものされています。 

  

３ 成年後見制度に関する諸外国の取り組み 

  社会の高齢化現象が早くからはじまっていた欧米諸国では以前から，成年後見制度の 

 研究と採用が進められてきました。遅くても 1990年代前半には，ある程度の法改正を 

 終えています。イギリスの持続的代理権授与法，ドイツの成年者世話法，カナダの代行 

 決定法，アメリカの統一後見手続法などが有名で，システムなどは国により異なります 

 が，基本理念はノーマライゼーション（ハンデイキャップのある人を社会から隔離した 

 り，特別扱いしたりするのではなく，人間らしく普通の生活ができるように支援するこ 

 と）を目指し，自己決定権（自分のことは自分で決めるという人間の尊厳にかかわる権 

 利）を尊重し，残存能力を最大限活かして，判断能力が不足している人々を支えていこ 

 うとするものである点で共通しています。 

  イギリスでは判断能力がなくなる前に，あらかじめ契約で財産の管理を任せる権限を 

 与えることができるという仕組みを作り，現在の任意後見制度の基になりました。また 

 ドイツでは，裁判手続きの中に本人の意思や能力を確認，見直す仕組みを取り入れて， 

 また身寄りがなく親類や身近な人の中に後見人となる人がいない場合に，後見人を紹介 

 する世話人協会というシステムを作り出しました。 

  わが国では，遅れて高齢化時代を迎えたものの，現在では，世界のどの国も体験した 

 ことのない速さで超高齢社会へ移行しつつあります。制度や仕組みが，現実の社会の変 

 化に対応しきれないという状況下で，より良い未来を築くために国民一人一人の取り組 

 みも待望されています。 
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意思決定支援と代理行為 

 

１ 意思決定支援とは 

 

（１）思考停止の危険性 ～意思決定「できない」という思い込み～ 

 

（２）「意思決定能力法」（イギリス）の基本５原則 

 

  ① 自分だけでは意思決定を実行できない人々を傍らで支え，「自己決定へと導く 

   ための」手続を保障する，第１，第２，第３原則 

 

    第１：意思決定能力存在の推定の原則『人は，意思決定能力を喪失していると 

       いう確固たる証拠がない限り，意思決定能力があると推定されなければ 

       ならない』  

    第２：自己決定支援の原則『人は，自ら意思決定を行うべく可能な限りの支援 

       を受けた上で，それらが功を奏しなかった場合のみ，意思決定ができな 

       いと法的に評価される。』 

    第３：『客観的には不合理にみえる意思決定を行ったということだけで，本人に 

       は意思決定能力がないと判断されることはない。』 

 

  ② 例外的に，他者が決定を下さなければならない場面における，「必要最小限かつ 

   適正な代行決定」のあり方を規律する，第４，第５原則 

 

    第４：ベスト・インタレスト（最善の利益）の原則『意思決定能力がないと法 

       的に評価された本人に代わって行為をなし，あるいは，意思決定するに 

       あたっては，本人のベスト・インタレスト（最善の利益）に適うように 

       行わなければならい。』 

    第５：必要最小限の介入の原則『さらに，そうした行為や意思決定をなすにあ 

       たっては，本人の権利や行動の自由を制限する程度がより少なくてすむ 

       ような選択肢が他にないか，よく考えなければならない。』 

 

  ③ 例外的に行われる代行決定の場面において，本人らしさを反映し，また，本人 

   を中心に位置づけるような決定を確保するための規定 

    《ベスト・インタレスト（最善の利益）を見つけるためのチェックリスト》 

   ・本人の年齢や外見，状態，ふるまいによって，判断を左右されてはならない。 

   ・当該問題に関係すると合理的に考えられる事情については，全て考慮した上で 

    判断しなければならない。 

   ・本人が意思決定能力を回復する可能性を考慮しなければならない。 

   ・本人が自ら意思決定に参加し主体的に関与できるような環境を，できる限り整 

    えなければならない。 

   ・尊厳死の希望を明確に文書で記した者に対して医療処置を施してはならない。 

    他方，そうした文書がない場合，本人に死をもたらしたいとの動機に動かされ 

    て判断してはならない。安楽死や自殺幇助は，認められない。 

   ・本人の過去および現在の意向，心情，信念や価値観を考慮しなければならない。 

   ・本人が相談者として指名した者，家族・友人などの身近な介護者，法定後見人， 
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    任意後見人等の見解を考慮に入れて，判断しなければならない。 

 

２ 意思決定支援の具体的あり方 

 

  精神上の障がい，もしくは，脳の損傷または機能障害のため，ある事柄について意 

  思決定するときに，独力で意思決定することが困難な者または決定した意思を独力 

  で外部に表示することが困難な者 

 

（１）意思決定能力の有無の判断 

  ・前提として意思決定に必要な情報が提供される必要がある。 

  ・意志決定行為の難易に違いがあるため，行為ごとに判断する。 

 

  ①情報理解力 

    意思決定に関連する情報を理解することができるか。 

  ②記憶力 

    情報を記憶しておくことができるか。 

  ③比較検討する能力 

    情報を比べること，選ぶことができるか。 

  ④伝達能力 

    自己で決めたことを，口頭，手話またはその他の手段で他人に伝えることがで 

   きるか。 

 

（２）意思決定能力がないと判断する場合 

   その行為について意思決定能力がないと判断された場合には，自己決定（意思決 

  定）できないため，他者による決定（代理・代行），によらざるを得ないが，その場 

  合は対象者の『最善の利益を考えて判断する』ことになる。 

 

                              弁護士：大橋 洋介 
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アルコール依存症のＭさん 
 
氏名 M さん 男  昭和 15 年生 75 歳 住所 B 市 
身障手帳１級(内部障害)，介護保険非該当，国民健康保険加入，厚生年金月額 15 万円， 
現 病：労作性狭心症，完全房室ブロック(ペースメーカー装着)，出血性胃潰瘍，高血圧 
生活歴：B 市生まれ。５人兄弟の３男。結婚歴なし。 
    平成 21 年 A 市在住時，飲食中に友人と口論になり顔面を殴られ病院に搬送され

た。その際，金銭管理が不十分であることが発覚し，市役所や福祉関係機関から

の支援を受け始めた。お金の殆どを飲酒に使ってしまうため，市社協の日常生活

自立支援事業と契約開始した。その後も毎日朝から飲酒し，泥酔してアパートの

他入居者に対し大声を出したり，暴力的な言動があった。１日 20 本程度の喫煙

もしている。自室はゴミや土等で汚れ，ベランダの生ごみから虫が湧いている状

態だった。本人から出身地である B 市への強い移住希望があり平成 25 年 4 月に

現住所地(サ高住)に移り住んだが，問題行動あり，契約違反ということで退去を

通告されている。介護保険は非該当であったため，障害者総合支援法のサービス

利用を申請しているが，居室は劣悪で訪問介護も入れない状態で，まだ利用に至

っていない。 
介護者：一人暮らし。市内に兄弟がいるが疎遠状態。 
自立度：寝たきり度 J1，認知正常 
居住環境：サ高住，洋式トイレ，浴室あり 
身体状況：歩行－息切れするため長時間に移動は困難。バスやタクシー利用。 
     食事－１日１食～２食。偏っている。 
     口腔－問題なし。 排泄－自立。 
     入浴－めったに入らない。 
     整容－気にしない。 
     更衣－ほとんど着替えない。 
     視力－眼鏡使用。 聴力－やや難聴。 
     意志表示－飲んでいると多弁，しらふの時は静かで気弱。 
     理解力－常時の飲酒のため理解が一定していない。 
     記憶力－常時の飲酒のため記憶が一定していない。 
     掃除－ゴミは捨てるがゴミ出しをしない。劣悪環境。 
     洗濯－洗濯機が壊れているため洗面所で洗っているが不十分。 
     買物－酒やつまみ，すぐ食べられる食料は自分で買っている。 
     調理－殆どしない。 
     金銭管理－計画的使用ができない。殆ど酒，煙草に使用している。 
     服薬－月１回通院して薬をもらっているが指示通り飲んでいない。 
     交流－飲酒した上で１日の殆ど外出し，市役所や図書館等公的な場所の職員や

地域交流サロンのスタッフを相手に話しかけて過ごしている。また，そ

の辺の人にも話をかけている。 
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生活問題の状況 
 

～対人関係～ 
・酔って他入居者に対し大声を出したり，テーブル等物を叩いたり，追いかけてきて「蹴 

飛ばすぞ！」暴力的言動があり，他入居者からの苦情と不安の声が出ている。 
・以前から兄弟関係が悪く，サ高住入居の保証人は受けてくれたがその他は一切関わりた 

くないと言っている。 
・今年１月，泥酔して夜に田んぼで寝ているのを通行人に発見され保護された。 
（本人）別に自分は悪いことしていない。周りが大げさなんだ。飲まないと眠れないし不

安だ。市内の兄には連絡していない。その他の兄弟もどこにいるかわからない。 
 
～健康状態～ 
・狭心症，完全房室ブロック(ペースメーカー)，高血圧，胃潰瘍がある。動作時に動機・ 

息切れあり，胸痛は２日に１回程度。月１回 S 病院通院している。医師からは毎日服用  
しないと効果がないと言われているが，症状が出た時しか飲まないため残薬が多い。 

・今年１月，図書館にいる時低体温のために倒れ緊急搬送された。CT とエコー，血液検

査の結果胃潰瘍と診断され，点滴して帰宅した。 
・今年２月，通院する度，飲酒し呂律が回らない状態で受診していたため，精神科の病院

を紹介された。 
（本人）胸痛が不安。痛みがない時服用するとふらふらするから痛いときだけ飲むことに 

している。保健師から A 市の病院を勧められたが，無理やり病院に連れていく権

限なんて市役所にはない。 
 

～生活環境～ 
・室内を土足で歩き，土や吸い殻，酒の空缶空瓶，食べかす等が散らばっている。フロー

リングはささくれ立って痛み，室内の壁やベランダが変色している。また，ゴミから虫

が湧いたり，隣のベランダまでゴミを散らばしている。腐ったような異臭が漂い，同階

の入居者から「我慢できない！」との苦情があった為，空気清浄器をリースで設置して

いる。 
・再三の指導警告のためか，本人から掃除をしてほしいと希望があったため，総合支援法

による家事支援を調整しているが，訪問介護事業所より現在の部屋の状況では酷すぎて

入れないということだった。業者に依頼してある程度まで掃除することを検討し，見積

もり依頼中。 
（本人）別に汚いとは思っていない。汚いと思うかは個人の価値観だ。ここの職員に会う

たびに掃除しろと言われて嫌だし，追い出されてしまうから掃除したい。（と言

ったり「掃除したいなんて言ってない。」とも言っている。） 
 
～経済面～ 
・生活費の殆どが酒代で消えている。年金だけでは生活できず，貯金を崩しながらの生活 

になっている。（毎月３万円ぐらいの赤字。ガス代や電気料金，携帯電話料も増えてい  
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る。） 
・平成 22 年，税金や光熱水費の未払い等収支管理が出来ていなかったため，A 市社協の 
 日常生活自立支援事業の契約をして現在も対応しているが，度重なる追加の金銭要求に 

負けて少しずつ追加で渡しているため赤字になっている。転居してから B 市社協の日常  
生活自立支援事業に切り替えるはずだったが，「計画通りの使い方が出来ていない。」 
との理由で対応を断られ，契約締結審査会にもかけられていない。 

（本人）自分で管理してみて無理ならまた頼む。今住んでいるところは家賃が高く，もう

少し安い所に引っ越すことも考えているが，そうすると部屋の修繕費も引っ越し

費用も沢山かかるのでそれもできない。お金が無くなったらホームレスになるか

らいい。 
 
～その他～ 
・地域交流サロンは，飲酒している人は利用できないことになっているが，寂しいとか理

由があって飲酒しているのだろうからと，スタッフが酔っ払いの話に付き合ってくれて

いる。 
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   ８０代女性 Ｔさん アルツハイマー型認知症 独居 要介護３ 

 
ADL 状況 
 歩行，食事，排泄，整容は自立 
 着替えは，着脱は自立，時々季節に合わない服装をしている時もあるがほぼできている。 
 入浴は，デイサービスで入浴している。昨年までは自宅のお風呂にも言葉かけで入って

いたが，この頃は入ろうとしなくなった。 
 
IADL 状況 
 調理はできないが，食後は自分で食器を洗っている。調理と買物はヘルパーが支援して

いる。お金や薬の管理ができない。掃除や洗濯は自分で行っている。 
 
認知 
 少し前の事を忘れてしまう。月日や曜日がわからないが時間はわかる。 
 昔から関わっている人の事はわかる。 
最近は，ヘルパーが声をかけても自宅でお風呂に入らなくなった。元々お洒落だったが，

この頃は美容院へも行こうとしなくなった。 
 
コミュニケーション 
 言われた事にうまく合わせて答えるが，記憶は曖昧。 
 
 最近，ヘルパーが声をかけても自宅では入浴しようとしなくなった。霜焼けもひどくな

っているが，本人が病院に行きたがらない為受診も難しく，デイサービスで入浴後に市販

の軟膏を塗付してもらっている状況。担当ケアマネは，霜焼けの状態が悪化しない為にも

デイサービスの利用回数を増やしたいと思い本人に聞いてみたが，本人は「霜焼けになる

のは毎年のこと。そのうち治るから大丈夫。デイサービスは週１回でいいです。」と話すた

め，なかなか対応できずにいた。本人は毎週木曜日にデイサービスに行っているという事

はわかっているが，今日が何曜日なのかは理解できていないので，本人には回数を増やす

とは言わずに，月曜日にいつものようにデイサービスで迎えに行ってみると，「毎週デイサ

ービスを楽しみにしているのよ。」と言いながらいつもと変わらずデイサービスに行って来

た。しかし，何度か通っているうちに，本人が毎回渡される連絡帳を見て，木曜日以外の

日の記録がある事を不思議に思うようになった。担当ケアマネは，デイサービスの職員と

相談し，連絡帳はデイサービスで保管する事にしたが，ゆくゆくは，本人にデイサービス

の利用が週２回になった事を説明しなければならないと考えている。 
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レビー小体型認知症のＯさん 
 
（生年月日）大正１３年３月  満９２歳 
（介護度） 要介護 ４ 
（病 気） レビー小体型認知症（Ｈ２５年５月） 糖尿病、痛風、前立腺肥大症 
      難聴、右鼓膜再生手術 右補聴器使用（Ｈ６年） 
（処方薬） プレタール錠 100mg、ユリノーム錠 50mg 、ジャヌビア錠 50 
      マグラックス錠 250mg、フェルガード 100mg 
（生活歴） 
   Ｓ町出身。８人兄妹の２番目に生まれる。Ｓ２５年陸上自衛隊に入り、２５年間勤 
  める。その後５０歳から製造会社に１１年間勤める。Ｓ６０年に妻を亡くし、現在小 
  学校教諭をしている長女との２人暮らし。Ｈ１７年頃にはすでに物盗られ妄想があっ 
  た。寝言で 大声で叫び興奮、亡くなったおじさんが部屋の天井あたりに飛んでいる等 
  の幻視がみられた。戦争と自衛隊時代に身近にて大砲を撃ったことが原因で難聴、補 
  聴器使用だが夜間は外している。夜間のおむつ交換や入浴などの着脱時に大声で騒い 
  だり、たたいたりかみつき、つばを出すことがあった。Ｈ２４年１２月にトイレで転 
  倒して以来車椅子使用。自宅では這って移動。 
   現在は日中独りになる為に、月曜日から金曜日にはショートステイを利用してい 
  る。グループホームに入所申請中。 
（ＡＤＬ）平成２６年７月ショートステイ利用時 
  移動：車椅子使用。移動時は介助が必要。（自宅内では這って移動） 
  食事：箸，スプーン準備すれば，こぼしながらも自力摂取可。 
  排泄：日中リハビリパンツ、夜間おむつ・パッド使用。交換介護に抵抗がある。 
  入浴：もともとお風呂好きであるが、入浴時の介護に抵抗がある。 
  更衣：上衣は声がけで準備して腕通し可。下肢衣類は手すりにて支えながらどうにか 
     立てることもあるが、立位はほぼ不可の為全介助。 
  整容：側に付き添いながら声がけで自分で出来る。動きが止まってしまうことがあ 
     る。 
（趣味）庭いじり 
 
《ショートステイ利用当初の様子》（Ｈ２６年７月）  
 Ｙさんはどういう人なんだろう…。もちろん初対面で何もかもが初めまして 
・食堂，居室，廊下… どこにいてもフロア中に響き渡る大声で、誰かの名前を呼んでい 
 る。 
・「バーン！と爆発したんだ！バーン！」「行けー！」「なにやってるんだ！理由を言え 
 ー！」 
・戦争や自衛隊にいた頃にタイムスリップして、周りの人を巻き込んで興奮してしまう。 
 日常生活のふとしたきっかけで記憶が蘇ってしまうのだろうか？興奮している時には表 
 情硬く、大きな声でテーブルを叩き、落ち着いてもらおうと話しかけると、更に興奮し 
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 てお茶や目の前の物を投げて唾を吐いてしまう。それが１時間程続くことが毎日（昼に 
 多く）ある。 
・夜はお尻で這ってホールに来たり，他の利用者の部屋に行き、「この酔っ払い起きろ！」   
 や，「おう、おう、何だかわかんねえ。」等大きな声で言い、ぐっすりと眠ることはなか 
 った。 
・他利用者さんから，「なに大きな声出してんの！いい加減にしろ！」「やるか！」と、そ 
 の都度口論になって職員が間に入っていた。 
・昼も夜も、いつどこで大きな声を出すかわからないので、いつもハラハラドキドキ。 
・娘さんが持ってきたお菓子や果物を食べると落ち着くことがある。 
・「大きな声出してますよねぇ。本当に迷惑かけてすみません。」と、娘さんから利用中の 
 様子を心配する電話を毎日いただく。 
 
《現在のショートステイ利用時の様子》（平成２７年３月） 
・補聴器に頼らなくても、目を見て穏やかな表情でゆっくりはっきりしゃべりかけたら理 
 解出来るようで，頷いていた。言葉だけでなく、握手をしたり腕や背中をさすったり、 
 手でＯＫサインを作って会話をするようにした。（Ｏさんは落ち着いている時「オーケ  
 ー」と、よく手でＯＫサインを出している） 
・その時のＯさんの感情に合わせて同じ気持ちを表情や態度で表す。共感していることを  
 伝わるように伝える。 
・いつも探して呼ぶ人は、娘さんと亡くなった奥さんだったことが分かつた。 
 ⇒女性スタッフを娘さんと間違えることがあり、スタッフはなりきって接した。場合に 
 よってＯさんを「お父さん」と呼ぶと、自然に返事をしてくれた。 
・それでもタイムスリップした時には、落ち着くまで距離を置いて見守るようにした。 
・殺風景な居室（簡易畳に布団だけ）を改善。ソファとテーブルを置き、カレンダーや写  
 真を置いた。 
・眠れない時には一緒にお茶を飲んだり、側で話を聞いたり、添い寝をしたりした。 
 ⇒６時間以上まとまって入眠される日が増えてきている。 
・戦争で戦ったことや自衛隊にいたことは、Ｏさんにとってとても過酷な出来事だったの  
 だと思う。「悲惨でしばらく眠れなかったんだ。」とか、「自衛隊でいろんな所に移動し 
 た。また帰ってきた。」と、涙ぐんで話されることがあった。 
・娘さんと面会でもお会いしてお話をして、お父さんを心配する気持ちや想う気持ちが分  
 かって、娘さんも安心できる生活になれば… と更に考えるようになっていった。 
 
※Ｏさんがショートステイ利用中に気分良く過ごして頂けるために、更に私たちが出来る  
 ことは何か？ 
※他利用者さんやスタッフが持つＯさんへの不安感や恐怖心を、良い方向へ持っていくに  
 はどうしたらいいか？ 
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基本情報 

利用者名         Ｎ          様 
性   別 女性     

生年月日 Ｓ １０年   月   日 

住   所  電話番号  

受付日時 平成 27 年 受付対応者  受付方法  

主  訴 

【主訴】 

本人 ：デイサービスに行ってお風呂に入ったり，お話をしたりしたい。 

家族 ：介護サービスを利用してお世話をお願いしたい。 

 

【本人・家族の要望】 

（本人）まだまだ自分のことはできるか，たまに外出して交流を持ちたい。 

（家鉄） 元気に見えるが，できないことが増えていて心配。本人の思い違いや勘違いが

あり，説明しても分かってもらえないことが多く，離れているので積極的なお手伝いはでき

ない。介護サービスを利用してお世話をお願いしたい。 

生活状況 

【現在の生活状況，生活歴等】 

釘工場に 13 年務める。畑仕事をしながら

舅，姑の介護をした。手芸，花の世話等が

趣味で，一緒に温泉に出かける友人がい

る等交流はある。人の中に入るのは苦手で

はないと話す。自宅は 1階が自分，2階 が

長男家族と完全に別々の生活している。物

を捨てられず，不衛生な環境で生活。 

【家族の状況】 

夫は 10 年前に他界。長男家族と同居して

いるが関係が非常に悪く，２世帯住宅の１

階に一人で生活している。長女とも関わり

がなく，キーパーソンの次女は東京在住。 

 

日常生活 
自 立 度 

障害高齢者 Ａ１ 認知症高齢者 Ⅲａ 

介護保険 要介護度（   ２     ）   要支援度（        ） 

身体状況 両下肢に筋力低下，両膝痛，ふらつきあり，転倒する事も増えているが自カ歩行できる。 

認知症状 頑固。思い込みによる被害妄想あり。不衛生な生活環境の改善に拒否，抵抗，暴言。 

病気 糖尿病，高コレステロール，狭心症，不眠症 

特記事項 

腰痛があり，短い距離しか歩けない。最近体力が低下し農作業をやめた。平成 26 年 6

月に転倒し，右足と左足を痛める。友達と行く日帰り温泉が楽しみである。  

尿とりパットを使用しているが，排尿・排便していても気づかないことが多く，失禁してし 

まうため，ヘルパーが声掛け，介助をしている。 

ゴミが多く溜まっており，片付けようとすると暴言も見られる。捨てようとすると本人の強い

拒否があり，手出しできず，周囲は困惑。  

健康食品を購入するも，期限が切れた健康食品が棚に積み重なっている。 

 

記入者氏名  
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困難の状況 

 

困難の種類  行動障害 ・精神障害 ・ 介護力 ・ 居住環境 ・ 消費問題 ・虐待 

困難の対象  本人・家族・ケアマネ 

 困難の状況 
 
・経過や対応

等を具体的に

書きます。 

（本人）認知症と思われる主な症状としては，昔の話しや最近の話が混じ

り，会話にまとまりが無く，同じ話を繰り返すこと。物忘れもあり，思い

付きで健康食品を購入するも，貧味期限が切れてしまう。必要な物と不必

要な物の分別がつかないなどがある。また，頑固な性格で自分の意見を曲

げない。そのために，部屋の中は物が散乱し，ごみ屋敷と化している。尿

失禁があるため，部屋の中は尿臭がする。特に１階の台所は，物の置き場

が無いほど物で溢れ，とても調理が出来る状況には無い。流し台，冷蔵庫

などはあるものの，長年使用していない 。虫が湧いて電気も入らない状況

であるが，「昨日まで何とも無かった。孫が置いて行った。」と話す。 
 片付けに対して強い拒否があり，最初は台所をのぞくことも許してくれ

なかった。ケアマネ，ヘルパーからの度重なる説得により，一度は片付け

に承諾したが，（賞味期限切れの）健康食品をヘルパーに盗まれたと（実際

には処分した） 激昂し，「デイもヘルパーもケアマネも全てやめる」と数

日対応困難な時期があった。今年の夏に脱水で体調を崩し，ケアマネの説

得によりデイ，ヘルパー（部屋の片づけ，ゴミ出し，服薬確認）を再開し

ている。 
 食事はパンや惣菜 ，宅配の弁当をとって食べている。入浴は週１回のデ

イサービスとたまに友達と近くの温泉に行っている。  
 家族との関係も感く，ここ数年，口も聞いていない。家族の協力はいら

ないと話す。家族だと思ったことも無いと話す。 
（家族）本人がこのような性格のため ，同居の家族及び長女は無関心。好

きなようにやらせておくといった状況で，全く関わりを持ってくれない。

ケアマネ，ヘルパーが声を掛けても無視され，置き手紙をしても読んでも 
くれない。唯一，東京に住む次女と連絡がとれるが，頻繁な支援は難しい。 
（ケアマネ）緊急時に対応してくれる近親者がおらず，悩んでいる。（デイ，

ヘルパーの利用について緊急時の対応者を求められている。） 

悩んでいるこ

と 

・本人に住まい環境に関しての問題意識はない。 
・認知症状，精神症状に関しでも自分は正常だと言っている。 
・認知症専門機関，精神科受診は必要だと思うが，誰がどのように支援す 
 べきか。 
・家族関係を改善できるか。 
・ケアマネへの支援について。 
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夜に大きな声を出して眠らないＢさん 

 
 ９１歳 男性 要介護４ 
 職歴：自営業（４０年前より精肉店を経営） 
 家族構成：奥さんは２０年前に他界，子供は男３人，長男夫婦と同居し長男が店を引き  
      継いでいる。 
 病歴：脳梗塞後遺症，てんかん発作，痛風，難聴，前立腺肥大（H27.7）， 

    不眠症（H27.7），胆嚢炎（H27.6） 

 服薬： メマリー 1錠 （認知症薬），ロゼムラ 1 錠 （抗不安薬） 

    トラゾドン 1 錠 （抗精神病薬），ランソプラゾール 1錠 （胃薬） 

    ユリーフ 2 錠（尿の薬），レボメプロマジン 10Ｂg （睡眠薬） 夕食後 

    カマ 6 錠（下剤） 

 
（入所前 自宅での様子） 
 精肉店を息子さんと経営していた。現在は息子さんが後を継いでいる。胆嚢炎で病院に

入院してから，認知症状もすすんできており，日中傾眠強く，夜なかなか寝ず，朝方３時

ごろまで起きて，何かをしゃべっていて，その後寝ていることが多い。大きな声を出し耳

が遠いため声も大きくなっている様子。話をすることで納得すると笑顔になりニコニコし

ている。家族はお店を経営しており，夜寝てくれないことで介護に疲れている。 
 
 家族介護困難な状況になり，Ｈ２７年１２月９日入所となる 

（入所時からの様子） 
 移動：杖歩行（右で杖を持つので左脇を支える介助），ふらつきあり，歩行困難時車椅子 
    使用 
 排泄：日中→トイレ 夜間→パット交換 
    リハパンとパット使用，便意・尿意あるがなかなか尿がでない 
    職員が声がけしトイレ誘導もしている 
    ズボンの上げ下げ介助，立ち上がりは手すりにつかまりスムーズ 
 食事：主食→やわらかご飯，副食→刻み，水分：トロミなし，セッティングさえ行えば 
    スプーンを使用して食べる 
    ※箸を使用していたが，思うように使えずスプーン使用 
 入浴：「お風呂ですよ」の声がけに「お風呂か」とニコニコして入浴。お風呂は好き。   
    一連の動作の中で声がけを行えば自分でするが，すぐに終わってしまうため。洗 
    い残しやとどかないところは介助 
 更衣：協力動作はあるが，自分から着ようとはせず介助 
 整容：手渡せば，歯磨き，洗顔，髭剃り可能だがすぐに終わってしまうため介助 
 会話：難聴の為会話が困難 。左耳の方が聞こえるため左側からの声がけにて会話可能 
    Ｂさんの声が大きく，怒り口調で話すため他利用者さんから「うるさい」と怒  

    られる時がある。 
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    「水，水」「少便，少便」と単語。左側でゆっくり話すと理解し「ありがとな」と 
    会話が可能。何かを訴える時は単語で怒り口調になる。 
 認知：水を飲んだことを忘れ，またすぐに「水」と言う。 
    家族が面会に来ても長男の顔はわかるが他はわからず，名前を言われると思い出 
    す。 
    一連の動きは，声がけにて行えるが集中が続かずすぐに手渡したものを置いたり 

    目を閉じてしまう。 

    聞こえる方の耳でゆっくり話せば理解できるが，長い会話はできない。 

（生活の様子） 

日中：ホールでうたた寝していることがほとんど。手作業など声を掛けてみるが「なん

だ」「うるせ～」と怒る。自分から何かをする様子もなく，目が覚めてくると「水」「便所」

「鼻水」「背中」「お尻痛い」など訴え始める。うたた寝している時はベッドで休んで頂く

ように促しているが，目覚めの様子はホールにいる時と同じように訴える。 

夜間：ホールでうたた寝していることがあり，声がけにて休んでいただく。夜間も時々

大きな声を出し，何か話している。聞き取れる時もあれば，分からない時もある。夜間は

不眠がち。 

（体調） 

12／09 入所 

12／15 熱発にて食事中止（尿路感染症） 

12／21 食事再開（プリン食にて提供），水分はトロミ対応  

その日の夕方に再度熱発あり食事中止（肺炎） 

12／24 食事が再開 朝・昼プリン食（ 1/2 量） 夕食はゼリーのみ 

12／30 家族に病状説明→今後も肺炎のリスクが高い 

01／12 朝・昼→食事全量（プリン食） 夕→1／2 量（プリン食） 

（関わりと対策） 

・夜間に大きな声を出し不眠 

→大声を出している時にトイレにお誘いする。「水」「痒い」「痛い」等の訴え時にはその 

都度対応する。 

・聞き取れず怒る 

→聞こえる方の耳側でゆっくり話し，その都度対応する。 

（現在の様子） 

夜間トイレ誘導することで排尿あり，パットへの失禁もなくなってきている。排泄後は

ぐっすり眠るようになり，大きな声を出す事も少なくなってきている。 

しかし，日中のうたた寝は続いている。 

 

※今後，Ｂさんが不安なく楽しみを持って生活していただけるには，私達はどのような関 

わりをしていくべきか，皆様からのご意見・ 助言等を頂ければと思います。 
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